
施策検討部会の設置について

■令和３年度は、現行体制（推進会議＋施策検討部会）の中で現プランの推進を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、
新しい日常が定着した社会における健康づくり施策（主に「栄養・食生活」「身体活動・運動」「こころの健康」分野）について議論を行う。

■令和４～５年度は部会を複数（２～３）設置し、それぞれが所掌する分野に係る現プランの最終評価及び次期プランの策定、施策の
検討を行う。

今後の検討体制（案）

令和３年度検討スケジュール（案）

R１ R2 R3 R4 R5 R6

プラン推進会議 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

施策検討部会 ● ● ● ― ― ●

評価・策定第一部会（仮称） ― ― ― ● ● ―

評価・策定第二部会（仮称） ― ― ― ● ● ―

評価・策定第三部会（仮称） ― ― ― ● ● ―
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※Ｒ４年度以降の体制はイメージ
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・当該年度の取組内容について
・新しい日常が定着した社会における健康づくり施策について

・新しい日常が定着した社会における健康づくり施策について
・次年度以降の予定（最終評価、次期プラン策定）について

・座長選任・部会設置等について
・東京都健康推進プラン２１（第二次）について

・プランの進捗状況報告について
・施策検討部会の検討状況報告について
・次年度以降の予定（最終評価、次期プラン策定）について


